
経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 別事項

島県日置市伊集院町郡一丁目100番地

(所在地)(名称 )

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(住所又は所在地)(氏名又は名称 )
令和5
日集 1 経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

備考

木材の販売による収益から伐採等に

要する経費を控除してなお利益があ

る場合において甲に支払われるべき
金銭 (D)の額の算定方法

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間

(終期 )

(B)

経営管理権に基づいて

行われる経営管理の内

容 (C)地 目
積

ａ

面

ｈ

況
種
現
樹
現況

林齢
地番 林班 小班

10年
(2033 9 30)

0.15アー2

５

６

７

８

９

１０

1/7

別添 3参照2023.10.1 別添 2参照山林 す ぎ 別添 1参照45

吉利

3496



Eるる乙

氏名又は名称 権原の種類 同意印
備考

住所又は所在地小班 地 目
積

ａ

面

ｈ

況
種
現
樹
現況
林齢番号 所  在 地番 林班

アー2 山林 0.15 す ぎ 45嚇削剖
3496 20

10

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上)

所 (同上)

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

1 この個別事項は、 定する者が異なる に は 、 ること。

(2)共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また 森林所有者が
変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び 「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は 「○〇年○○月〇〇日まで」と記載すること。
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経 営 管 理 権 集 積 計 画

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称)

日置市長 永山 由高
設定を受ける市町

(乙 )

(住所又は所在地)(氏名又は名称 )
令和5

日集2

林所有者 (甲 )
営管理権を設定する森林の森

整

番

理

号

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備考

経営管理権
の存続期間

(終期 )

(B)

経営管理権に基づい
て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

積

ａ

面
ｈ
現況

樹種

現況

林齢

経営管理権
の始期

林班 小班 地 目地番

別添 3参照山林 す ぎ 5020 アー6 0.84 2023.10 1

ひのき″

日

剛剖

10年
(2033 9 30)

453619

3500

山林 0 4120

別添 1参照 別添 2参照

10

1/7

イー23



理 る 甲以外の (E(A)乙 カ の を る

同意印
備 考

氏名又は名称 権原の種類住所又は所在地地 目
面積
ha
現況
樹種
現況

林齢
地番 林班 /1ヽ班

す ぎ

ひのきイー23

アー6 山林

山林

0.84

0 41

６

７

８

９

１０

日置市
日吉町
吉利

′′ 3619

3500

日置市長 永山 由高住

　

住
権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上)

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(記 )  (1) の は 、

(2) 共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が

変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部

について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び 「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は 「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。

を る者が異なる には、 月J とすること。
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経 営 管 理 権 集 積 計 画

整 理
番 号

令和5

日集3

経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(名称)

日置市長 永山 由高
(所在地)

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地

経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

(氏名又は名称 ) (住所又

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
(終期 )

(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備 考

番号所  在 地番 林班 小班 地 目
面積
ha
現況

樹種
現況

林齢

2

3

4

日置市
日吉町
吉利

3501 20 アー7 山林 0 05 す ぎ 60 2023 10.1
10年
(2033 9 30)

別添 1参照 別添 2参照 別添 3参照

7

8

10

1/7



経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)乙 が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

氏名又は名称 権原の種類 同意印
備 考現況

林齢
住所又は所在地/1ヽ班 地 目

面積

ha
現況
樹種番号所  在 地番 林班

す ぎ鰤輌剖
アー7 山林3501 0.05

つ
４
　

一　

３

　

　

４

　

　

５

一
　

　

一

6

7

10

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上)

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(記載注意)(1 この個別事項は、 を設定する者が異なる には、別葉とすること。

める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実沢1面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部

について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の 「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。
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経 営 管 理 権 集 積 計 画

1個
(所在地 )

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称)

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(住所又は所在地)(氏名又は名称)
理
号

整
番

令和5

日集4 経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備考況
齢
現
林

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
(終期 )
(B)

経営管理権に基づい
て行われる経営管理
の内容 (C)林班 ノJヽ班 地 目

積

ａ

面
ｈ

況
種
現
樹番 号 所  在 地番

別添 3参照別添 1参照山林 0 05 50
日置市
日吉町
吉利

20

〃

10年
(2033 9 30)

山林 0 04

す ぎ

す ぎ

2023.10.1

′′

1

2

アー37

アー41

3527

3543 20

別添 2参照

6

7

10

″

1/7



経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

権原の種類 同意印
備 考現況

林齢
住所又は所在地 氏名又は名称林IJI 小班 地 目

積

ａ

面
ｈ
現況
樹種番号 所   在 地番

0 05 す ぎ 503527 20

す ぎ20

アー37

アー41

山林

山林

鰤嘲副
′′ 35432

3

4

0 04

7

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

1 この個別事項は、 を 定する者が異なる には、 男 ること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の 「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び 「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年〇〇月○○日まで」と認載すること。

と
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経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 個別事項

整 理
番 号

令和5

日集5

経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(名称 )

日置市長 永山 由高
(所在地 )

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地

経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

(氏名又は名称 ) (住所又 地 )

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
(終期 )
(B)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

経営管理権に基づい
て行われる経営管理
の内容 (C)

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備 考

番号 所   在 地番 林班 小班 地 目
面積
ha
現 況

樹種

現況
林齢

日置市
日吉町
吉利

3540 20 アー39 山林 0 63 す ぎ 55 2023 10.1
10年
(2033930)

別添 1参照 別添 2参照 別添 3参照

4

5

10

1/7



丁
~~~Z下

雇百百理確の設定を受ける森林 (A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)

備 考

番号所  在 地番 林 IJI 小班 地 目
面積
ha
現況

樹種

現 況

林齢
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

日置市
日吉町
吉利

3540 20 アー39 山林 0.63 す ぎ 55

3

4

５

一

６

一

７

8

9

10

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 ) 住

住

所 (同上 )

所 (同上 )

日置市長 永山 由高

権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

(記載注意) (1) の個別事項は、 を る者が異なる に は 、 と ること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の 「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部

について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び 「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。

2/7



経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 個別事項

整 理
番 号

令和5

日集6

経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(名称)

日置市長 永山 由高
(所在地)

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地

経営管理権を設定する森林の森

林所有者 (甲 )

(氏名又は名称 ) (住所又は所在地)

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間

(終期 )

(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備 考

番 号所  在 地番 林班 小班 地 目
面積
ha
現況

樹種
現況

林齢

3

4

5

6

7

8

日置市
日吉町
吉利

′′

′′

′′

″

3561-1

3561-2

3569-1

3569-2

3569-3

3569-4

20

20

20

20

コー35

コー36

コー43

コー44

コー45

コー46

山林

山林

山林

山林

山林

山林

0.04

0.11

0.19

0.04

0 07

0.03

ひのき

ひのき

ひのき

ひのき

ひのき

ひのき

42

42

43

43

43

2023.10.1

′′

10年
(2033 9 30)

〃

〃

〃

〃

〃

別添 1参照

′′

′′

別添 2参照

′′

′′

′′

″

′′

別添 3参照

′′

〃

〃

〃

″

1/7

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

55

〃″
′′

10



経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)
~~~~Z不

雇百管理権の設定を受ける森林 (A)

氏名又は名称 権原の種類 同意印
備 考現況

林齢
住所又は所在地小班 地 目

面積

ha
現況
樹種番号 所  在 地番 林班

ひのき 423561-1 0.04

0.1120

コー35

コー36 42

55コー43

山林

山林

山林 ひのき

ひのき

3561-2

3569-1

ひのき 4320

20

ひのき 43

3

4

ひのき 43

日置市
日吉町
吉利

′′

″

″

20

20

0.19

0.04

0.07

0.03

3569-2

3569-3

3569-4

コー44

コー45

山林

山林

山林

10

8

9

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上)

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

1 この個別事項は、 を設定する者が異なる には、 男 とすること。
、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は

変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の 「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。
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経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 個別事項

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称)

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(住所又は所在地)(氏名又は名称 )
令和5

日集8 経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備 考

経営管理権
の存続期間

(終期 )

(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

積

ａ

面
ｈ
現況

樹種

現況

林齢

経営管理権
の始期

林班 小班 地 目地番

別添 3参照別添 2参照山林 0 08 2023.10.1

0.05

3570-3

3570-4

日

「
吉町
本́士
ロ

′′

すぎ

ひのき

10年
(2033930)

′′

別添 1参照コー49

コー50

9

10

1/7

番f FI「   右

林

一

山

一



乙が経営管理権の設定を受けるアミ林 (A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)

備 考

番号所  在 地番 林班 小班 地 目
面積
ha
現況

樹種
現 況

林齢
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

日置市
日吉町
吉利

3570-3

3570-4

20 コー49

コー50

山林 0.08 す ぎ 45

59′′ 20 山林 0 05 ひのき

3

4

5

7

10

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 ) 住

住

所 (同上 )

所 (同上)

日置市長 永山 由高

権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

(記載注意)(1) この個別事項は、 を設定する者が異なる には、 男J と ること。

(2) 共有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類

変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

を添付すること。また、森林所有者が

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び 「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月〇〇日まで」と記載すること。

2/7

6



経 営 管 理 権 集 積 計 画

(所在地)

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称)

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(住所又は所在地)(氏名又は名称 )

理
号

整
番

令和5
日集9 経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

経営管理権
の存続期間

(終期 )

(B)

経営管理権に基づい
て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法地 目

積

ａ

面
ｈ
現況

樹種

況
齢
現
林

経営管理権
の始期

所   在 地番 林班 小班番号

別添 3参照別添 2参照す ぎ山林 別添 1参照

〃す ぎ

40

44

3573-1

3574

2023.10.1

〃

〃

′′

10年
(2033 9 30)

0.01

0 92

0 40 す ぎ 40

1

2

鰤削剖
″

′′ 3592-1

山林

山林

山林 0.55 す ぎ3592-2

0 42 す ぎ

45

423584

′′

コー51

イー1

イー12

イー13

イー14 山林5

6

′′

20

20

20

20

〃

10

1/7

備 考

〃



経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)
~~  
乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

氏名又は名称 権原の種類 同意印
備 考

地 目
積

ａ

面
ｈ
現況

樹 種

況
齢
現
林

住所又は所在地所  在 地番 林班 小班番 号

コー51 0.01 40山林

山林 す ぎ

す ぎ嚇剛剖
′′ 0 92

0.40山林

44

40

45

20

山林

す ぎ

す ぎ

3

山林

0 55

0_42 す ぎ

イー1

イー12

イー13

イー14

3573-1

3574

3592-1

3592-2

3584

一　

　

一

６

一

７

一

８

10

9

″

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(1)こ の は、経営管理権を設定する る には、別葉とすること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の 「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は 「○〇年○○月〇〇日まで」と記載すること。

2/7
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経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 個別事項

島県日置市伊集院町郡一丁目100番地

(所在地)(名称)

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市町
村 (乙 )

(

::ゝ

ξ(氏名又は名称 )
令和5

日集13 経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備 考
経営管理権に基づい
て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

況
種
現
樹
現況

林齢

経営管理権
の女台期

経営管理権
の存続期間
(終期 )

(B)
林班 小班 地 目

積

ａ

面

ｈ
地番

別添 3参照0 51山林 す ぎ3618 2023.10 1 別添 1参照 別添 2参照20 イー22

日

日
吉町
本́士
口

10年
(2033 9 30)

10

1/7

所  柏番 f



経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

権原の種類 同意印
備 考

住所又は所在地 氏名又は名称林班 小班 地 目
面積
ha
現況
樹種
現況

林齢
番号所   在 地番

山林 0.51 す ぎ嚇削剖一

3618 20 イー22

５

６

７

８

９

１０

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

1)こ の個別事項は、 チ [1' を設定する者が異なる には、 男 と ること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実浪1面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。
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経 営 管 理 権 集 積 計 画

(所在地)

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称)

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(住所又は所在地)(氏名又は名称)
令和5

日集 15 経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備考
況
種
現
樹
況
齢
現
林

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
(終期 )
(B)

経営管理権に基づい
て行われる経営管理
の内容 (C)林班 小班 地 目

積

ａ

面

ｈ番号 所  在 地番

別添 3参照2023.10.1 別添 2参照10年
(2033 9 30)

別添 1参照20 イー25 山林 0 58 す ぎ 45

2

3

5

6

9

10

鰤削剖
3621

1/7



経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

氏名又は名称 権原の種類 同意印
備 考現況

林齢
住所又は所在地林班 小班 地 目

面積

ha
現況
樹種番号 所  在 地番

山林 0.58 す ぎ 45
日置市
日吉町
吉利

3621 20 イー25

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上)

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(1)こ の個別事項は、 を設定する者が異なる には、別葉とすること。

める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部

について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び 「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。
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1 個別事項

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整 理
番 号

令和5

日集 16

経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(名称)

日置市長 永山 由高
(所在地)

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地

経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

(氏名又は名称 ) (住所又は所在地 )

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
(終期 )
(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法番号所  在 地番 林班 小班 地 目

面積
ha
現況
樹種
現況

林齢

日置市
日吉町
吉利

′′

5717

5718-1

21

21

ウー23

ウー24

山林 0.43 ひのき

す ぎ

48

43

2023 10.1
10年
(2033930)

別添 1参照

〃

別添 2参照

〃

別添 3参照

2

3

山林 0 05

10

1/7

備考

″



乙が経営管理権の 受定を受ける森林 (A) る E

備 考

番号所  在 地番 林班 小班 地 目
面積
ha
現況
樹種
現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

日置市
日吉町
吉利

5717 21 ウー23 山林 0.43 ひのき 48

5718-1 21 ウー24 山林 0.05 す ぎ 43

10

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 ) 住

住

所 (同上)

所 (同上 )

日置市長 永山 由高

権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

¨
一
一
●
一

■

1 この個別 定する な る は 、 る こ

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。
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経 営 管 理 権 集 積 計 画

1

(所在地)

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称)

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(住所又(氏名又は名

理
号

整
番

令和5

日集 18 経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備 考

経営管理権
の存続期間
(終期 )

(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法地 目

面積
ha
現況

樹種

現況

林齢

経営管理権
の始期

所  在 地番 林班 小班番 号

別添 3参照別添 1参照 別添 2参照0.06 ひのき 45 2023.10.1
10年
(2033 9 30)

5738 21 ウー34 山林
日置市
日吉町
吉利

1/7



甲以外 E
~~~=葬

蘇罫墓蔓誦証扁死落夏万Ъ森林 (A)

同意印
備 考

氏名又は名称 権原の種類
積

ａ

面
ｈ
現況

樹種

況
齢
現
林

住所又は所在地地番 林 lJl 小班 地 目番号 所  在

0.06 ひのき 45
日置市
日吉町
吉利

ウー345738 山林

9

10

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(1)こ の は、経営管理権を設 る なる場合には、別葉とすること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、 「〇年」又は 「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。

2/7

経営管理権を設定する



1 別事項

経 営 管 理 権 集 積 計 画

(所在地)

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称 )

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(住所又は所在地)(氏名又は名称 )経営管理権を設定する森林の森

林所有者 (甲 )

理
号

整
番

令和5

日集 19

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備 考
経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
(終期 )
(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)小班 地 目

積

ａ

面
ｈ

況
種
現
樹
況
齢
現
林地番 林班

別添 3参照10年
(2033 9 30)

′′

別添 1参照 別添 2参照

〃

山林

山林

0.04

0 27

tld)t

ひのき

50

50

2023.10.1

′′

日

日 吉町

9

10

5743

5741 21

21

ウー35

ウー36

1/7

〃



経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)
~~~丁
石科画罰罰覇覆薦蘇震麗計デる森林 (A)

同意印
備 考

氏名又は名称 権原の種類地 目
積

ａ

面
ｈ
現況

樹種
況
齢
現
林

住所又は所在地地番 林班 小班番号所   在

ウー35 ひのき0 04

0.27 ひのき 50

21

21

山林

山林

鰤印調
′′

5741

5743 ウー36

8

9

10

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上)

所 (同上)

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(1)こ 男J 、経営管理権を設 る が る場合には、別葉とすること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、 「〇年」又は「○〇年○○月〇〇日まで」と記載すること。

2/7
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経 営 管 理 権 集 積 計 画

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称)

日置市長 永山 由高
設定を受ける市町

(乙 )

(住所又は所在地)(氏名又は名
令和5

日集20

有者 (甲 )
を設定する森林の森

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備 考

経営管理権
の存続期間
(終期 )

(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

面積
ha
現況
樹種
現況

林齢

経営管理権
の始期

地番 林班 小班 地 目

別添 3参照

′′

′′

〃

別添 1参照

′′

〃

〃

ひのき

ひのき

す ぎ

す ぎ

す ぎ

10年
(2033 9 30)

カー36

オー10

オー15-ア

オー16

オー17-ア

山林

山林

山林

山林

山林

0 15

0 39

1.06

0 07

0.04

日吉町
吉利

″

日

′′

5858-1

5860-1

5864-1

5864-2

5857

1/7

番 f 所  泊

別添 2参照

′′
21 47

4721

4721

21

１

一

２

一

３

一

４

一

５

一

６

一

７

一

８

′′

′′

′′

〃

2023.10.1

″

′′

′′

〃

９

　

　

１０



経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

同意印
備 考

住所又は所在地 氏名又は名称林班 小班 地 目
積

ａ

面
ｈ
現況

樹種

現況
林齢番 在

1所
地番

山林

山林

山林

山林

山林

0.15

0.39

1.06

0.07

0 04

ひのき

ひのき

すぎ

すぎ

すぎ

47

47

47

47

48

嚇削詞
″

″

″

″

6

7

8

9

10

5857

5858-1

5860-1

5864-1

5864-2

21

21

21

21

21 カー36

オー10

オー15-ア

オー16

オー17-ア

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(1)こ の個別事項は、 ] [E: を設定する者が異なる に は 、 と ること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。

2/7

権原の種類
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1 別事項

経 営 管 理 権 集 積 計 画

(所在地)

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称)

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(住所又は所在地 )又は名称 )経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

理
号

整
番

令和5

日集21

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除 してなお利益
がある場合において甲に支払われ

るべき金銭 (D)の額の算定方法

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備 考
況
齢
現
林

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
(終期 )
(B)

経営管理権に基づい
て行われる経営管理
の内容 (C)林班 小班 地 目

積

ａ

面

ｈ

況
種
現
樹番号 所  在 地番

す ぎ

一州一一３
一４‐・一」ｒトー６」７
一

８

一

９

別添 3参照10年
(2033 9 30)

別添 1参照 別添 2参照オ  ー20 山林 0.04 2023.10.1

10

日置市
日吉町
吉利

5866-1

1/7



経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

同意印
備 考

氏名又は名称 権原の種類地 目
積

ａ

面
ｈ

況
種
現
樹
現況

林齢
住所又は所在地番 在

H所
地 番 林班 小班

す ぎ 435866-1 20 オ ー20 山林 0.04

5

6

7

8

9

10

２

一

３

一

４

日置市
日吉町
吉利

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(記載注意 ) (1) こ 」事項は、経営管理権を る 異なる場合には、別葉とすること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、 「〇年」又は「○〇年○○月〇〇日まで」と記載すること。
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経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 個別
(所在地)

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称 )

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(住所又は(氏名又は名称 )
令和5

日集23 経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

理
号

整
番

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備 考

経営管理権
の存続期間

(終期 )

(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

積

ａ

面
ｈ
現況

樹種
現 況

林齢

経営管理権
の始期

地番 林 Ill 小班 地 目番号所  在

2

3

6

7

8

9

4

5

5876

5877

別添 3参照

′′

別添 1参照

〃

別添 2参照

′′

す ぎ

す ぎ

50

50

2023.10.1

′′

10年
(2033 9 30)

〃

21

21

オ  ー29

オ  ー30

山林

山林

0.33

0.21

10

嚇向剖

1/7



乙が ,
:林 (A) 経営管理権を設定する, E

備考

番号 所  在 地 番 林班 ,J'91 地 目 面積
ha
現況

樹種
現況

林齢
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

日置市
日吉町
吉利

5876 21 オ  ー29 山林 0.33 す ぎ 50

5877 21 オ ー30 山林 0 21 す ぎ 50

10

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 ) 住

住

所 (同上 )

所 (同上 )

日置市長 永山 由高

権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

(1) る る は 、 ること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部

について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載す
すること。

(5)(B)欄は、 「〇年」又は 「○〇年〇〇月○○日まで」と記載すること。
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ることとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに



経 営 管 理 権 集 積 計 画

(所在地)

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称)

日置市長 永山 由高
営管理権の設定を受ける市町

(乙 )

(氏名又は名称 )営管理権を設定する森林の森
有者 (甲 )

理
号

整
番

令和5

日集24

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備考
経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

況
齢
現
林

経営管理権
の政台期

経営管理権
の存続期間

(終期 )

(B)
小班 地 目

積

ａ

面
ｈ

況
種
現
樹地番 林班

2023.10.1
10年
(2033930)山林

10

1/7

番 f 所  泊

6118 20 50 別添 2参照 別添 3参照別添 1参照ケ ー2 0.02
日置市
日吉町
吉利



経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)乙か経営管理権の設定を受ける森林 (A)

氏名又は名称 権原の種類 同意印現況

樹種

現 況

林齢
住所又は所在地林班 小班 地 目

面積
ha番号 所  在 地番

山林 0.02 ひのき 50

2

3

一
４

6

7

8

9

10

日置市
日吉町
吉利

6118 20 ケ  2

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(1)こ の個別事項は、 理権を設定する者が異なる には、別葉とすること。

める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は 「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。

2/7

備 考



1 個別事項

経 営 管 理 権 集 積 計 画

(所在地)

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称)

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市町
村 (乙 )

(住所又(氏名又は名称 )経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

理
号

整
番

令和5

日集25

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備 考
経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

況
種
現
樹
現況
林齢

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
(終期 )

(B)
林班 小班 地 目

積

ａ

面
ｈ

地番

4

5

6

8

10年
(2033 9 30)

9

10

1/7

番f 所  泊

別添 2参照 別添 3参照L).a)T 45 2023 10.16120 0.48
日置市
日吉町
吉利

別添 1参照ケ ー4 山林



彙定を受ける森林 (A) Eる

氏名又は名称 権原の種類 同意印
備 考面積

ha
現況

樹種
現況
林齢

住所又は所在地地番 林班 小班 地 目番号 在所

ケ ー4 山林 0.48 ひのき 45嚇削剖
6120 20

10

住

住

日置市長 永山 由高

権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上)

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(1)こ の る な る に は 、 る こ

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載さ

により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が

れた書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。

2/7

乙が1



1

経 営 管 理 権 集 積 計 画

(所在地)

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称)

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(住所又は所在地)(氏名又は名称)

理
号

整
番

令和5

日集26 経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

乙が甲にDを
支払 うべき時
期、相手方及
び方法

備 考
況
種
現
樹
況
齢
現
林

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
(終期 )
(B)

経営管理権に基づい
て行われる経営管理
の内容 (C)地番 林班 小班 地 目

積

ａ

面
ｈ番号所  在

別添 3参照10年
(2033 9 30)

,,

別添 1参照

′′

別添 2参照

′′

20 ケ ー5

ケ ー14

山林

山林

0 47

0.28

ひのき

す ぎ

2023.10.11

2

5

6

3

4

イ」‐。ドト‐９
一

鰤削剖
6121

6126-6

1/7

〃

一
　

一



乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)

備 考
番号所  在 地 番 林班 小班 地 目

面積
ha
現況
樹種
現 況

林齢
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類 同意印

9

10

日置市
日吉町
吉利

′′

6121

6126-6

20

20

ケ ー5

ケ ー14

山林

山林

0.47

0.28

ひのき

す ぎ

45

38

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 ) 住

住

所 (同上 )

所 (同上 )

日置市長 永山 由高

権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

1)こ の個別事項は、 を る なる場合には、別葉とすること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の 「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。

2/7



経 営 管 理 権 集 積 計 画

1 個別事項

整 理
番 号

令和5

日集27

経営管理権の設定を受ける市町

村 (乙 )

(名称)

日置市長 永山 由高
(所在地)

鹿児島県日置市伊集院町郡―丁目100番地

経営管理権を設定する森林の森

林所有者 (甲 )

(氏名又は名称 ) (住所

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A)

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
(終期 )
(B)

経営管理権に基づい

て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備考

番号 所  在 地番 林FJI 小班 地 目
面積
ha
現況

樹種

現況

林齢

1

2

「
「
４‐「
ｒ
一６
一７
一８
一９
一１０

日置市
日吉町
吉利

6122 20 ケー6 山林 0 25 ひのき 48 2023 10 1
10年
(2033 9 30)

別添 1参照 別添 2参照 別添 3参照

1/7



E本 (A)乙が経営管理権の設定を受ける勇

権原の種類 同意印
備考

住所又は所在地 氏名又は名称林班 小班 地 目
積

ａ

面
ｈ

況
種
現
樹
況
齢
現
林番号 所  在 地番

0 43 す ぎ 493620 20 イー24 山林
日置市
日吉町
吉利

10

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上)

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

(1 を る る は 、 と ること。

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となつた場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、 「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。

2/7



経 営 管 理 権 集 積 計 画

(所在地)

鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
(名称 )

日置市長 永山 由高
経営管理権の設定を受ける市町
村 (乙 )

ヌリま( 地 )(氏名又は名称 )
理
号

整
番

令和5

日集28 経営管理権を設定する森林の森
林所有者 (甲 )

乙が経営管理権の設定を受ける森林 (A) 乙が甲にDを
支払 うべき時

期、相手方及
び方法

備考
経営管理権に基づい
て行われる経営管理
の内容 (C)

木材の販売による収益から伐採等
に要する経費を控除してなお利益
がある場合において甲に支払われ
るべき金銭 (D)の額の算定方法

積

ａ

面
ｈ
現況

樹種
現況

林齢

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
(終期 )
(B)

地番 林班 小班 地 目番号所  在

別添 2参照 別添 3参照2023.10.1 10年
(2033 9 30)

別添 1参照20 ケ ー28 山林 0.06 す ぎ

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

嚇剛剖
6142

1/7



経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者 (E)
~~~ 
乙が経営管理権の設定を更Lる森林 (A)

氏名又は名称 権原の種類 同意印
備 考積

ａ

面
ｈ
現況

樹種

現 況

林齢
住所又は所在地在番

H所
地番 林班 小班 地 目

ケ ー28 山林 0.06 す ぎ 46

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

日置市
日吉町
吉利

6142

日置市長 永山 由高住

　

住権利を設定する森林の森林所有者 (甲 )

所 (同上 )

所 (同上 )

この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村 (乙 )

注意)(1)こ は 、

(2)共 有者不明森林又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が
変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

(3)(A)欄の 「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、
実測面積を ( )書 きで下段に 2段書きにする。なお、当該経営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、 1筆の一部
について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記載すること。

(4)(A)欄の「現況樹種」及び 「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は ( )書 きで下段に 2段書きに
すること。

(5)(B)欄は、 「〇年」又は「○〇年○○月○○日まで」と記載すること。

権を設定する者が異なる には、 男J とすること。

2/7



2 共通事項
この経営管理権集積計画の定める ところによ り設定 され る経営管理権及び経営管理受益権は、 1の 個別事項 に定

めるもののほか、次に定めるところによる。

(1)経 営管理権に基づいて行われ る経営管理の内容

乙は、 1の 個別事項 に記載 され た森林 (以 下 「当該森林」 とい う。)の 経営管理のため、 1の 個別事項 に定め

るところによ り立木 の伐採及び木材 の販売、造林並びに保育 (以 下 「伐採等」 とい う。)を 実施 し、本材 の販売

による収益 (以 下 「販売収益」 とい う。)を 収受す る とともに、販売収益か ら伐採等 に要す る経費 (各 経費 に関

して補助金がある場合は、経費か ら補助金 を差 し引いた額。以下同 じ)を 控除 してなお利益がある場合 にその一

部を甲に支払 う事業 を実施す ること。

(2)受 託者の義務

ア 経営管理実施権配分計画が定 め られ ない場合 には、乙は、 自己の財産 に対す るの と同一の注意義務 をもつて

経営管理 を行 う義務 を負 う。

イ 経営管理実施権配分計画が定め られ る場合 には、経営管理実施権配分計画によ り経営管理実施権 の設定 を受

ける者 (以 下 「経営管理実施権者」 とい う。)は 甲に善管注意義務 を負い、 甲は、当該経営管理実施権配分計

画の定める事項 について、経営管理実施権者 に対 して義務の履行 を求めることができる。 また、乙は この経営

管理権集積計画及び 当該経営管理実施権配分計画 に規定 された報告徴収の権限の範囲内において、経営管理実

施権者 に対す る監督責任 のみを負 う。

(3)経 営管理権の対象 とす る森林

当該森林にある立木竹は、甲に帰属す る。

(4)経 営管理権及び経営管理受益権 の設定

この経営管理権集積計画の公告 によ り、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権 (金銭の支払 を受 ける権利 )



が、それぞれ設定 され る。

乙に設定 され た経営管理権 は、 この公告の後 において当該森林 の森林所有者 となつた者 (国 その他 の森林経営

管理法施行規則 に定め られた者 を除 く。)に 対 して も、その効力があるもの とす る。

(5)租 税公課の負担

甲は、経営管理権 の 目的物が設定 された森林 に対す る固定資産税その他 の租税 を負担す る。

(6)経 営管理権の設定等の条件

ア 乙は、甲が次のいずれかに該 当す る場合 には、 この経営管理権集積計画の うち当該森林に係 る部分 を取 り消

す ことができる。

(ア )甲 が偽 りその他不正な手段 によ り乙に経営管理権集積計画 を定め させた ことが判明 した場合

(イ )甲 が当該森林 に係 る権原 を有 しな くなつた場合

イ 乙は、災害その他 の事 由によ り当該森林 において (1)に 掲 げる事項 を実施す ることが著 しく困難 となった と

きは、気象災等 によ り被害が発生 して (9)、 (10)に よ り復 旧を行 う場合 を除 き、 この経営管理権集積計画の う

ち当該森林に係 る部分 を取 り消す ことができる。

ウ 甲は、 1の個別事項 に定める経営管理権の存続期間の中途 において解約 しよ うとす る場合 は、乙の同意 を得

るもの とす る。

工  甲及び乙は、 この経営管理権集積計画 に定めるところによ り設定 され る経営管理権 に関す る事項 は変更 しな

いもの とす る。

(7)森 林への立入 り及び施設 の利用等

ア 乙は、 (1)、 (9)、 (15)に 掲 げる事項 の実施 のため必要があるときは、当該森林 に随時立 ち入 り、若 しくは乙

以外の者 を立ち入 らせ、又は当該森林 に設定 された路網その他の施設 を使用 し、若 しくは乙以外の者 に使用 さ

せ ることができる。



イ 乙は、 (1)、 (9)に 掲 げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林 内に森林作業道その他の施設 を設置

し、又は乙以外の者 に設置 させ ることができる。 この場合 において、乙は、当該設置 された施設 の維持管理 を

行 うもの とす る。

(8)甲 への通知

当該森林について販売収益が生 じた場合、経営管理実施権が設定 されない ときには乙が (経営管理実施権が設

定 され るときには経営管理実施権者が)甲 に対 して販売収益、伐採等に要 した経費等 に係 る明細書 を通知す るも

の とす る。

(9)森 林保険 (経営管理実施権が設定 されなかつた場合 )

ア 気象災等によ り当該森林について被害が発生 した場合、乙が復 旧を行 うこととし、復 旧内容は甲 と乙の協議

によ り定める。

イ 乙は、甲の費用負担 において甲を被保険者 として当該森林 に生育す る樹木について森林保険を付保す ること

ができることとし、甲はこれ を承諾す る。 なお、当該付保 に関す る諸手続 は乙が これ を行 うもの とす る。

ウ 乙がイによ り森林保険 を付保 した場合、甲は、保険料 を乙の発効す る納入通知書によ り、その指定す る場所

において支払わなければな らない。

工 乙がイによ り森林保険 を付保 した場合であって、天災地変等の事 由によ り保険事故が発生 し、甲に支払われ

る保険金があるときには、甲は当該保険金の請求及び受領 を乙に委任す るもの とし、乙が当該保険金 を復 旧の

用に供す るため、甲は当該保険金全額 を乙に帰属 させ るもの とす る。

(10)森林保険 (経営管理実施権が設定 された場合 )

ア 気象災等によ り当該森林 について被害が発生 した場合、経営管理実施権者 が復 旧を行 うこととし、復 旧内容

は甲と経営管理実施権者の協議 によ り定 める。

イ 経営管理実施権者 は、経営管理実施権者 の費用負担 において甲を被保険者 として当該森林 に生育す る樹木 に



ついて森林保険を付保す ることができることとし、甲はこれ を承諾す る。 なお、当該付保 に関す る諸手続 は経

営管理実施権者が これ を行 うもの とす る。

ウ 天災地変等 の事 由によ り保険事故が発生 し、甲に支払われ る保険金がある場合、甲は当該保険金 の請求及び

受領 を経営管理実施権者 に委任す るもの とし、営管理実施権者が当該保険金 を復 旧の用 に供す るため、甲は当

該保険金全額 を経営管理実施権者 に帰属 させ るもの とす る。

(11)災 害等による経営又は管理 の不実施

次に掲げる場合 において、 (1)に 掲 げる事項 を実施す る予定の森林 について (1)に 掲 げる事項 を実施す る

ことが不可能又は不適 当になつた ときは、乙は、当該事項の一部又は全部 を実施 しない ことができる。

(13)

災害その他の原因によ り当該森林の全部又は一部が損壊 した とき

路網の損壊等 によ り当該森林への到達が困難 となつた とき

当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供 され るとき

損害の賠償

乙は、乙の責めに帰すべ き事 由によつて甲に不利益 を生 じさせ た ときには、その不利益 に相 当す る額 を支払

うもの とす る。

乙の責めに帰す ことのできない事 由によつて甲に不利益が生 じた ときは、乙は損害賠償責任 を負わない。

経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権 の存続期間の満 了 した場合 において、甲 と乙 との間で金銭 の支払 は生 じない とともに、立木 の所

有権 は甲に帰属す るもの とす る。

(14)甲 の通知及び届 出

ア 甲は、当該森林 について、第二者 に権利 を移転若 しくは設定す る場合 には、あ らか じめ乙にその旨を通知 し

なければな らない。

(12

ア

イ

ウ

＞

ア

　

イ



イ 甲及び 甲の相続人又は受遺者 は、当該森林 について権利 の喪失があった場合 、甲が住所又は名称 を変更 した

場合、甲が死亡 した場合その他 当該経営管理権集積計画 を変更す る必要がある場合 は遅滞な く乙に申 し出るも

の とす る。

(15)経営管理実施権配分計画の作成

ア 乙は、甲か ら経営管理権の設定を受 けた森林の一部又は全部 について この経営管理権集積計画の内容 に適合

す る限 りにおいて、 甲の同意 を要 さず に、経営管理実施権配分計画 を作成 し、乙が選定 した民間事業者 に当該

森林の経営管理実施権 を、甲及び 乙に経営管理受益権 を設定す ることができる。

イ 経営管理実施権配分計画が定め られ る場合、経営管理実施権者が当該森林で経営管理 を実施す る義務 を負い、

甲は経営管理実施権者 に義務履行 を求 めることができる。 なお、乙は、経営管理実施権者 に対 して当該森林の

経営管理の状況等について年 1回 の報告 を徴収す る義務のみを負 う。

ウ 甲が経営管理実施権配分計画 によ り設定 された経営管理受益権 に基づ き経営管理実施権者 か ら支払 を受 けた

ときは、当該支払 を受 けた額の限度で、当該経営管理受益権 に係 る森林 に関す る経営管理権集積計画 によ り設

定 された経営管理受益権 に基づ き乙か ら支払 を受 けた もの とみなす。

(16)そ の他

この経営管理権集積計画 に定めのない事項及び この経営管理権集積計画 に疑義 が生 じた ときは、 甲、乙が協

議 して定める。



別添 1 経営管理権 に基づいて行 われ る経営管理の内容 (C)

<経営管理実施権が設定 され る場合 >

〇 経営管理実施権者が利用間伐、本材 の販売、森林 の保護等の全部又は

一部 を実施す るもの とし、その方法は経営管理実施権 を設定す る前 に乙

及び経営管理実施権者で協議 して決めるもの とす る。

○ 経営管理実施権者 は利用間伐 の実施 に当たつて、「森林伐採・搬 出・

更新 の手引き (平成 24年 2月 鹿児 島県環境林務部 )」 の記載 内容 に留意

して実施す るもの とす る。

○ 経営管理実施権者 は火災、病 虫害及び気象害の予防のため、年 1回 の

森林の巡視 を行 うもの とし、当該巡視 は林道か らの 目視 によつて判断で

きる限 りで行 う。

<経営管理実施権が設定 されない場合 >

○ 乙は、存続期 間中に間伐 を 1回 実施す るもの とす る。 なお、実施 にあ

たっては、「森林伐採・搬 出・更新 の手 引き (平成 24年 2月 鹿児 島県環

境林務部 )」 の記載 内容 に留意 して実施す るもの とす る。

○ 乙は、火災、病 虫害及び気象害の予防のため、年 1回 の森林の巡視 を

行 うもの とし、当該巡視は林道か らの 目視 によつて判断できる限 りで行

う。



別添 2 木材 の販売による収益か ら伐採等 に要す る経費 を控除 してなお利

益がある場合 において甲に支払われ るべ き金銭 (D)の 額の算定方法

<経営管理実施権が設定 され る場合 >

(1 甲に支払われ るべ き金銭の額の算定方法 )

○ 利用間伐 について甲に支払われ るべ き金銭の額 は、本材 の販売 による

収益の額か ら利用間伐 に係 る経費及び木材 の販売に係 る経費 として乙が

算定 した額 を控除 した額 とす る。

(2 木材 の販売収益の額の算定方法 )

○ 利用間伐 に係 る木材 の販売収益については、実際に木材 を販売 して得

られた収益の額 とす る。

(3 伐採等 に要す る経費の算定方法 )

○ 乙が算定す る利用間伐 に係 る経費については、経営管理実施権者が経

営管理実施権の設定を受 けるに当たつて乙に提示 した経費の見積書に記

載 した木材生産単価 に実際の木材生産量 を掛 けて算定 した額 と実際に運

材 に要 した経費の合計の額 とす る。

○ 乙が算定す る利用間伐 が実施 された場合 における木材 の販売に係 る経

費 については、実際に木材 の販売に要 した経費の額 とす る。

○ 乙が算定す る森林保険の保険料 については、森林保険 を付保す る期間

に必要な保険料の合計 として、経営管理実施権者が経営管理実施権の設

定を受 けるに当たつて乙に提示 した見積額 とす る。

(4 留意事項 )
○ 経営管理実施権者が主伐後の経営管理を行 うために要 した経費の実費

が上記 (3.伐採等に要する経費の算定方法)に より算定された経費の

額を上回る場合については、その差額は経営管理実施権者が負担するも

のとする。

<経営管理実施権が設定 されない場合 >

(1 甲に支払われ るべ き金銭の額の算定方法 )

○ 経営管理権 に基づ き乙が実施す る間伐の結果生 じた木材 の販売による



収益は乙のものとする。

(2 留意事項 )

○ 乙が経営管理 を行 うために要 した経費は乙が負担す るもの とす る。た

だ し、森林保険を付保す る場合 における保険料 は除 くもの とす る。



別添 3 甲に Dを 支払 うべ き時期、相手方及び方法

(経 営管理実施権が設定 されない場合 )

<時期 >

○ 乙か ら甲に対 して金銭の支払 は行わない。
<相 手方及び方法 >

○ 乙か ら甲に対 して金銭の支払は行わない。

(経営管理実施権が設定 され る場合 )

<時期 >

○ 経営管理実施権者か ら甲に対す るDの 支払 については、伐採後、

木材の販売収入額が確定後速や かに行 うもの とす る。

<相 手方及び方法 >

○ 次の支払先 に支払 うもの とす る。

(支払先) 甲の指定す る口座


